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第１回宇都宮市まちづくり交付金評価委員会議事録  
 
 
 

日時：平成２０年１１月１４日 (金 )  
午後１：３０～  

場所：市役所Ｂ１会議室  
                                          

  
 

出 席 委 員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠 席 委 員  
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委員（学識経験者） 

 

山島哲夫委員，三橋伸夫委員， 

和田佐英子委員，塩野谷ふじ子委員  

 

 

臨時委員（地区代表） 

 

浪花伸行委員，高島三郎委員（鶴田地区） 

（６名） 

 

 

 

金子達男委員 

（１名） 

 

 

 

 

笠井純幹事，栗田健一幹事，森岡正行幹事， 

関哲雄幹事，手塚正行幹事，飯塚由貴雄幹事 

（６名） 
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事務局  
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事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は ， お忙し い 中ご出 席 いただ き まして ， 誠にあ り がとう ご

ざいます。  

ただ今から，「第１回宇都宮市まちづくり交付金評価委員会」を

開会いたします。  

それで は ，開会 に あたり 都 市開発 部 長より ， ごあい さ つ申し上

げます。  

 

本日，大変お忙しい中，平成２０年度の第１回目の宇都宮市ま

ちづくり交付金評価委員会にご出席を賜りまして，御礼を申し上

げます。  

昨年度は，宇都宮市まちづくり交付金評価委員会におきまして，

宇都宮東地区，下平地区，宇都宮山王地区の３地区をご審議いた

だき，無事に事後評価を終了させることができました。委員の皆

様には，大変お世話になり，あらためて御礼を申し上げます。  

今回は，今年度まちづくり交付金事業が終了します鶴田地区の

事後評価について，本日と来週の２回にわたりましてご審議をお

願いします。  

委員の皆様には，まちづくり交付金評価委員会において，事後

評価の原案について，様々なお立場から，ご意見をいただき，そ

の内容を十分踏まえまして，国への報告を行うとともに地区の今

後のまちづくりに活かしてまいりたいと考えておりますので，忌

憚のないご意見，ご助言等をよろしくお願い申し上げます。  

大変忙しいスケジュールではありますが，どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

ありがとうございました。  

次に，本日の会議資料について確認させていただきます。  

先日，送付いたしました，  

「第１回 宇都宮市 まちづく り交付金 評価委員 会次第」，「宇都宮 市

まちづく り交付金 評価委員 会名簿」，「資料１  都市再 生整備計 画

（鶴田地区）」，「資料２  現地調査資料」となります。  

以上不足しているものがありましたら，お知らせください。

よろしいでしょうか。  

それで は ，ここ で 改めま し て，委 員 の皆様 の ご紹介 と ，幹事及
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事務局  

び事務局職員の紹介をさせていただきます。  

お手元 の 宇都宮 市 まちづ く り交付 金 評価委 員 会名簿 を ご覧下さ

い。  

はじめに，委員の皆様をご紹介いたします。  

学識経 験 者のお 立 場でご 出 席いた だ いてお り ，会長 を お願いし

ております，山島哲夫会長です。  

学識経 験 者のお 立 場でご 出 席いた だ いてお り ，会長 職 務代理者

をお願いしております，三橋伸夫委員です。  

学識経 験 者のお 立 場でご 出 席いた だ いてお り ます， 金 子達男委

員ですが，本日は所用により欠席となっております。  

同じく，和田佐英子委員です。  

同じく，塩野谷ふじ子委員です。  

次に， 今 回，事 後 評価を 行 う鶴田 地 区から ご 出席い た だいた 委

員としまして，浪花伸行委員です。  

同じく，高島三郎委員です。  

委員の 皆 様方に は ，今後 何 かとお 世 話にな り ますが ， よろしく

お願い申し上げます。  

続きまして，幹事及び事務局職員を紹介いたします。  

まず，幹事の紹介をいたします。  

都市開発部長の笠井純です。  

都市開発部次長の栗田健一です。  

都市開発部区画整理担当副参事の森岡正行です。  

都市計画課長の関哲雄です。  

西部区画整理事業課長の手塚正行です。  

公園緑 地 課長の 飯 塚由貴 雄 ですが ， 所用の た め遅れ て 出席させ

ていただきます。  

続きまして，事務局職員の紹介をいたします。  

都市計画グループ係長の高橋裕司です。  

都市計画グループ主任の菊池賢一です。  

最後に私，都市計画課課長補佐の塚田浩です。  

続きま し て，今 回 開催し ま す宇都 宮 市まち づ くり交 付 金評価委

員会の流れについて簡単に説明させていただきます。  

 

まちづ く り交付 金 は平成 １ ６年度 に 創設さ れ ，事業 の 仕組みと
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事務局  

 

 

山島委員長  

 

 

 

 

 

 

 

しまし て は，ま ち づくり の 目標や 数 値指標 を 設定し た 都市再生整

備計画 に 基づき 事 業を行 い ，計画 期 間の最 終 年度に 事 後評価を実

施することになっております。  

事後評 価 の内容 と しまし て は，方 法 書や事 後 評価シ ー トを作成

し，目 標 や数値 指 標に関 す る事後 評 価を行 い ，国へ 提 出するとと

もに結果等を公表することになっております。  

事後評 価 を実施 す るにあ た りまし て は，ま ち づくり 交 付金評価

委員会 に より， 事 後評価 の 内容が 適 切であ る かを中 立 公正な立場

でご審議いただくものであります。  

今回の ま ちづく り 交付金 評 価委員 会 は，平 成 ２０年 度 に終了し

ます鶴 田 地区の 事 後評価 を ご審議 い ただき ま すが， 今 後の流れと

しまし て は，本 日 の委員 会 で，鶴 田 地区の 都 市再生 整 備計画の内

容をご 説 明させ て いただ き ，その 後 ，委員 の 皆様に 現 地を見学し

ていただきます。  

また， 次 回の委 員 会では ， 事後評 価 で作成 し ました 方 法書，事

後評価 原 案をご 説 明させ て いただ き ，事後 評 価の手 続 きあるいは

都市再 生 整備計 画 の目標 の 達成状 況 の確認 ， 事後評 価 結果等につ

きまし て 妥当性 を ご審議 い ただき ， さらに 今 後のま ち づくりの方

策等も 合 わせて 審 議して い ただき ま して， ご 意見を い ただくとい

うことになります。  

委員の 皆 様には ， 今回と 次 回の２ 回 にわた っ てのご 審 議をよろ

しくお願いいたします。  

 

それで は ，これ 以 降の議 事 につい て は，山 島 委員長 に お願い い

たします。  

 

委員長の山島です。  

宇都宮 市 は，ま ち づくり 交 付金事 業 におい て 昨年度 ３ 地区の事

後評価 を 実施し ま した。 今 年度は １ 地区で す が，ま ち づくりがか

なり熱 心 であり ， 県内で は 一番多 く 事業を 実 施し， ま ちづくり交

付金を活用したまちづくりを進めております。  

今まで の 補助金 は ，道路 な ら道路 だ けで一 路 線ごと の 補助金で

整 備 を し て い た 訳 で す が ， こ の ま ち づ く り 交 付 金 は 地 区 全 体 で

色々な 事 業で活 用 できる 制 度であ り ，うま く 活用す れ ばまちづく
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りに非 常 に使い や すい制 度 ですが ， 色々な 形 で使っ て いく結果，

最後に ま ちづく り の成果 が あった か どうか の 評価を し なければな

らない と いう制 度 になっ て おりま す 。その 評 価が正 当 にされてい

るかを 中 立的な 立 場でチ ェ ックす る のがこ の 評価委 員 会であり，

非常に重要な委員会であります。  

委員の 皆 様には 熱 心に議 論 してい た だきま し て，宇 都 宮市のま

ちづくりをさらに進めるためにご協力をお願いします。  

それでは ，忌憚の ないご意 見をいた だきなが ら，効率 的に進め

たいと思いますので，ご協力をよろしくお願いいたします。  

事務局より本会の成立についてご報告をお願いいたします  

 

本日の 委 員会で ご ざいま す が，現 在 出席委 員 は６名 で ございま

す。こ れ は，当 委 員会設 置 要綱第 ８ 条にご ざ います 『 委員会は委

員の過半数の出席をもって開催する』旨を満たしておりますので，

委員会の成立をご報告いたします。  

また，本日 ,傍聴者は１名です。併せて報告いたします。   

 

只 今 の 事 務 局 か ら の 報 告 の と お り 本 会 は 成 立 し て お り ま す の

で，次第に従い進めてまいります。  

まず，当 委員会運 営要領第 ３条に基 づきまし て，本日 の委員会

の議事 録 署名委 員 といた し まして ， 三橋委 員 と和田 委 員の両名を

指名いたします。よろしくお願いいたします。  

続きまして，議事に先立ち会議の公開について確認いたします。

本日の審議につきましては，公開とさせていただきます。  

また，審議の公開に際し，傍聴者の方へ申し上げます。お手

元の傍聴要領の記載内容をお守りいただきますようお願いいた

します。  

本 日の 議 案 とい た し まし て ， 平成 ２ ０ 年度 に ま ちづ く り 交付 金

事業が 終 了する 鶴 田地区 に おける 事 後評価 原 案１件 に ついて，平

成２０ 年 １１月 ５ 日付宮 都 第４０ ５ 号を市 長 から諮 問 を受けてお

ります。  

それでは，議事に入ります。  

今回 ， 事 後評 価 を 行っ た 鶴 田地 区 の 計画 概 要 等に つ い て事 務 局

より説 明 をいた だ き，そ の 後，ご 質 問，ご 意 見をい た だきたいと
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思います。  

では，事務局より説明をお願いします。  

 

西部区画整理事業課長の手塚です。よろしくお願いいたします。

それでは，事後評価対象地区の鶴田地区の事業概要等について，

都市再生整備計画書に基づき，ご説明いたします。  

資 料 １ の ４ ペ ー ジ の 都 市 再 生 整 備 計 画 の 区 域 図 を ご 覧 く だ さ

い。  

都市再 生 整備計 画 の区域 を 示した も ので， 赤 の太線 で 囲まれた

区域が鶴田地区でございます。  

鶴田地 区 は，宇 都 宮市役 所 から西 に 約２㎞ ， 栃木県 中 央公園の

西側に 位 置し， 現 在，鶴 田 第１土 地 区画整 理 事業と 鶴 田第２土地

区画整 理 事業の 二 つの公 共 施行の 土 地区画 整 理事業 が 施行中であ

り，面積が１２９ .１ ha の区域であります。  

また， 地 区内に は ，都市 計 画道路 ３ ・３・ １ ０４外 環 状線が南

北に縦 貫 すると 共 に，都 市 計画道 路 ３・３ ・ １０２ 宇 都宮水戸線

及び３・３・１鹿沼宇都宮線が東西に横断しております。  

なお， 鶴 田地区 に おいて は ，まち づ くり交 付 金事業 の 基幹事業

として ， 土地区 画 整理事 業 と公園 事 業を， 提 案事業 と してまちづ

くり活 動 推進支 援 ，ワー ク ショッ プ による 公 園計画 及 び樹木の里

親制度を導入しております。  

次に， 資 料の１ ペ ージ都 市 再生整 備 計画の 目 標及び 計 画期間を

ご覧ください。  

地区名が鶴田地区，面積が１２９ .１ ha であります。  

計画期 間 及び交 付 期間は ， 平成１ ６ 年度か ら 平成２ ０ 年度まで

の５年間であります。  

次に， 目 標設定 の 根拠を 説 明いた し ます。 資 料の１ ペ ージ中段

をご覧ください。  

まず， ま ちづく り の経緯 及 び現況 で ありま す が，第 １ に本地区

におい て は，主 要 幹線道 路 である 都 市計画 道 路３・ ３ ・１０４外

環状線 ， 都市計 画 道路３ ・ ３・１ ０ ２宇都 宮 水戸線 及 び３・３・

１鹿沼 宇 都宮線 が 位置し て おり， 沿 道サー ビ ス系店 舗 の進出や民

間の宅 地 開発が 活 発に行 わ れ，急 速 な市街 化 が進行 し ております

が，道 路 や公園 等 の公共 施 設が未 整 備な状 況 にあっ た こと，第２
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に本地 区 には， 療 育の総 合 的な支 援 拠点施 設 の建設 が 予定されて

いたこと，であります。  

これを 踏 まえた 課 題であ り ますが ， 第１に 都 市計画 道 路，区画

道路及び公園の整備を進捗させ，公共施設の未整備状況を解消し，

防災性 の 向上及 び 交通安 全 の確保 を 図る必 要 がある こ と，第２に

療育拠 点 施設開 設 にあわ せ ，施設 周 辺の道 路 網を整 備 する必要が

あること，であります。  

さらに ， 本地区 の 中長期 的 な将来 ビ ジョン で ありま す が，公共

施設の 整 備改善 及 び宅地 の 利用増 進 を図る こ とで， 快 適な住環境

が整備された活力ある市街地の形成を目指すものであります。  

以上， ま ちづく り の経緯 及 び現況 ， 課題及 び 中長期 的 な将来ビ

ジョン を 踏まえ ， 次のと お り，本 地 区の整 備 目標を 設 定いたしま

した。  

まず， 目 標１と し て，市 街 地とし て 充分な 公 共施設 を 整備する

ことで ， 防災機 能 を充実 さ せるこ と ，次に 目 標２と し て，公園施

設整備 に より人 間 にも自 然 にも優 し い調和 の とれた ま ちづくりを

推進すること，さらに目標３として，公共施設の早期整備により，

療育の 総 合的な 支 援拠点 施 設整備 を 支援し ， 生活環 境 を整えるこ

と，を掲げております。  

なお， こ れらの 個 別的な 目 標を総 括 し，地 区 整備の 大 目標とし

て，総 合 的かつ 一 体的な 面 的整備 を 推進す る ことで ， 防災性の向

上，生 活 環境の 改 善及び 交 通安全 の 確保を 図 り，良 好 な居住環境

を備えた市街地を形成することを掲げております。  

次に， 事 業終了 後 に目標 の 達成状 況 を明確 に するた め の目標を

定量化 す る指標 と して， 消 防困難 地 域の解 消 ，公園 ま で歩いて利

用でき る 地域面 積 の向上 及 び福祉 療 育施設 の 利用者 数 を設定して

おります。  

これら の 目標を 定 量化す る 指標に つ きまし て は，次 回 の評価委

員会におきまして説明させて頂きます。  

資 料 の ２ ペ ー ジ 都 市 再 生 整 備 計 画 の 整 備 方 針 等 を ご 覧 く だ さ

い。  

目 標 を 達 成 す る た め の 各 種 事 業 を 活 用 し た 取 り 組 み 方 針 と し

て，計画区域の整備方針を設定しております。  

まず， 整 備方針 １ として ， 公共施 設 整備に よ る消防 困 難地域の
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解消を 掲 げてお り ます。 こ れは， 地 区内の 都 市計画 道 路の整備を

進める と 共に， 区 画道路 の 整備を 推 進し， 狭 隘道路 を 解消するこ

とで，防災性の向上を図るものであります。  

次に， 整 備方針 ２ として ， ワーク シ ョップ に よる公 園 整備を掲

げてお り ます。 こ れは， ワ ークシ ョ ップに よ る官民 協 働の公園計

画を推 進 すると 共 に，速 や かな公 園 整備を 実 施する こ とで，人に

も自然 に も優し い ，調和 の とれた ま ちづく り を進め る ものであり

ます。  

最後に ， 整備方 針 ３とし て ，療育 施 設への 総 合的な 支 援を掲げ

ており ま す。こ れ は，療 育 拠点施 設 開設に 合 わせた 区 画道路等の

公共施 設 を整備 す ること に より， 療 育拠点 施 設利用 の 利便性の向

上を図るものであります。  

なお， そ の他と い たしま し て，事 業 終了後 の 継続的 な まちづく

り活動を掲げております。  

これは ， まちづ く り交付 金 事業終 了 後，基 幹 事業で 整 備された

街区公園の維持管理を，地域住民の方々による活動組織に移行し，

地域住 民 の方々 を 主体と し た継続 的 なまち づ くりを 目 指すもので

あります。  

資料の３ページ，交付対象事業費等一覧をご覧ください。  

ここで は ，基幹 事 業及び 提 案事業 の 交付対 象 事業費 ， 交付限度

額や国費率について記載しております。  

まず，交付対象事業費が３０億１千３百万円であります。  

交付限度額は，１２億５百万円で，国費率は４０％であります。

次に，交付対象事業費３０億１千３百万円の内訳でありますが，

基幹事 業 として ， 公園事 業 が２億 ２ 千５百 万 円，鶴 田 第１地区の

土地区 画 整理事 業 が３億 ３ 千万円 ， 鶴田第 ２ 地区の 土 地区画整理

事業が２４億５千５百万円であります。  

また， 提 案事業 と して， ま ちづく り 活動推 進 支援が ２ 百５０万

円，ワ ー クショ ッ プによ る 公園計 画 が２０ 万 円，樹 木 の里親制度

が１０万円であります。  

最後に ， 関連事 業 として ， 道路整 備 特別会 計 の国庫 補 助事業に

よる鶴 田 第１地 区 及び鶴 田 第２地 区 の土地 区 画整理 事 業，宇都宮

市公共 下 水道事 業 ，準用 河 川駒生 川 改修工 事 及び公 共 施設建設事

業の各事業を実施いたしました。  
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手塚幹事  

 

山島委員長  

 

 

手塚幹事  

 

山島委員長  

 

和田委員  

 

 

手塚幹事  

 

山島委員長  

 

 

手塚幹事  

 

なお， 資 料５ペ ー ジ，整 備 方針概 要 図につ き まして は ，今まで

の説明と重複いたしますので，説明は割愛させて頂きます。  

以上で ， 鶴田地 区 の都市 再 生整備 計 画につ い ての説 明 を終了さ

せて頂きます。  

ご審議のほど，宜しくお願いいたします。  

 

どうも あ りがと う ござい ま した。 本 日はこ の 後，現 地 を見る こ

とになっておりますので，現地を見てから質問をお伺いしますが，

今の資料や説明で分からないことがあれば質問をお願いします。

都市再 生 整備計 画 ３ペー ジ の事業 費 にある 基 幹事業 の 土地区 画

整理事 業 ですが ， 関連事 業 で土地 区 画整理 事 業とあ り ますが，今

回実施 さ れてい る 土地区 画 整理事 業 は，通 常 の補助 対 象で整備し

ている 事 業の他 に ，通常 の 補助金 で は対象 に ならな い 事業につい

て，まちづくり交付金で事業を実施しているということですね。

 

そうです。  

 

公園は 小 さい公 園 ですの で 通常の 補 助対象 に はなら な いので す

か。  

 

街区公園ですので，補助対象にはなりません。  

 

和田委員，何か質問ありますか。  

 

 ２ペ ー ジの整 備 方針３ の 療育施 設 への総 合 的な支 援 のところな

のですが，整備は終わっているのですか。  

 

 施設整備は平成１８年度に終わっております。  

 

 ５ペ ー ジの図 で は，こ の 施設は ど こにな る のです か 。黄色い丸

の部分ですか。  

 

 そうです。  
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 この施設に行くのに全く道路がないので，その道路を造るのに，

まちづくり交付金が使われているということですね。  

 

 ２ペ ー ジの整 備 方針３ の ，障害 者 の多様 化 に対応 し た総合的な

リハビ リ テーシ ョ ンが速 や かに行 え ，発達 や 子育て に 係る相談や

地域生 活 に必要 な サービ ス の提供 を 支援す る という の は，事業で

ということですか。  

 

 そうです。  

 

 整備 方 針にあ る という こ とは， 具 体的に 支 援して い ないといけ

ないですよね。  

 

 当 初 は 北 の 方 か ら し か ア ク セ ス で き な か っ た と い う こ と も あ

り，で き るだけ 南 からア ク セスで き るよう に という こ とで，そう

いう意 味 での支 援 という こ とです 。 ハード 面 での整 備 ということ

です。  

 

 ３ペ ー ジの交 付 対象事 業 費にお い て，全 体 の事業 費 と交付期間

内の事 業 費とあ る のです が ，具体 的 に何を 指 してい る のか説明を

いただきたいと思います。  

 

 まず ， ご指摘 の ありま し た全体 事 業費に つ きまし て は，まちづ

くり交 付 金が平 成 １６年 度 に創設 さ れまし た が，そ れ 以前にまち

づくり 総 合支援 事 業や都 市 再生推 進 事業と い った国 庫 補助事業が

ござい ま した。 そ れらの 補 助を受 け ており ま したの で ，それらの

補助分をふくめまして，（参考）全体事業費の方に記載しておりま

す。  

 次に ， 交付期 間 内の事 業 費につ き まして は まさし く ，今ご審議

いただ い ており ま す，ま ち づくり 交 付金を 平 成１６ 年 度から２０

年度までいただいた分の金額を記載させていただいております。

 

 第１ 地 区につ い ては， も うかな り 人が住 ん でいる の ですが第２

地区についてはまだこれからということですね。  
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鶴田第 １ 地区の 方 につき ま しては ， まちづ く り交付 金 制度が 導

入され た 時点で ， かなり 事 業が進 ん でおり ま したの で ，約３億３

千万円 と なって お り，鶴 田 第２地 区 につき ま しては 事 業が始まっ

たばか り ですの で ，区画 道 路等の 整 備とし て 約２４ 億 円が該当に

なっているということです。  

 

 これ か ら現地 見 学にい く のです が ，何か ご 意見等 あ る方いらっ

しゃいますか。  

 

 市の 方 で作っ た ルート が ありま す が，良 い 場所を 通 ると思いま

す。鶴 田 第１地 区 と第２ 地 区の両 方 を見る と ，状況 が よく分かる

と思います。  

 

 高島委員のほうから何かありますか。  

 

 市の方で詳しく説明してくださると思います。  

 

 地区 内 の都市 計 画道路 や 区画道 路 なので す が，地 区 内の都市計

画道路 に おいて は ，道路 特 別会計 か ら補助 金 が入っ て おります。

それ以 外 の部分 に つきま し てはま ち づくり 交 付金事 業 の対象にな

ります 。 鶴田第 １ 地区に つ きまし て は，１ ５ 年前か ら 事業が始ま

ったわ け ですが 平 成２１ 年 度に換 地 処分に な るとい う 状況でござ

います。  

 

ご意見・ご質問も出尽くしたようです。  

本日は こ れから ， ただい ま 説明の あ った鶴 田 地区の 現 地調査 が

予定さ れ ており ま すが， 現 地調査 後 にまた 何 かご意 見 等があれば

お願いしたいと思います。  

では，現地調査について何か説明があればお願いします。  

 

ただ今より，鶴田地区の現地をごらんいただきます。現地では，

４か所 ほ ど下車 い ただき 事 務局よ り 説明を さ せてい た だきます。

予定で は ，おお む ね１時 間 程度を 予 定して お ります 。 地下１階出
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入り口 付 近に車 を 用意し て おりま す 。これ か ら担当 が 御案内いた

しますのでよろしくお願いいたします。  

 

――――――――――＜現地調査＞――――――――――  

 

現地調査，お疲れ様でした。  

現地を ご らんい た だいて 何 かご質 問 等あり ま したら お 願いし ま

す。  

 

 鶴田 第 ２地区 に おいて は ，今後 面 的に緑 を 繋いで い くという捉

え方で 感 激いた し ました 。 また， 鶴 田第１ 土 地区画 整 理地区の方

では， 地 元の方 の 思いが ケ ヤキの 木 に残っ て いると い うことで，

そういったソフト面を高く評価できていれば良いと思います。  

 

 和田委員はどうですか。  

 

まちづ く りが少 し ずつ進 歩 してい る という こ とが分 か ったこ と

と，ケ ヤ キの樹 木 の里親 制 度とい う のが面 白 いと感 じ たのと同時

に，これからどのように進めていくのかを教えていただけますか。

 

ただ単 に ，落ち 葉 で迷惑 だ という こ とでは な くて， 落 ち葉の 掃

除や水 や りをし て いただ い たり， ご みを拾 っ ていた だ いたりする

という こ とで， 市 全体で は ５６４ 本 の街路 樹 につい て 里親制度を

行っております。  

 

パルコ の 前に小 さ な木が あ るので す が，小 さ な札が つ いてい て

里親制度を行っている木がありますね。  

 

区画整 理 の済ん だ 所は大 変 立派で す 。まだ 途 中の段 階 の所が あ

るので，一日でも早く終わることを期待しています。  

また公 園 を作る 場 合には 大 きなケ ヤ キなど を 植えら れ てしま う

と遊び 場 が無く な り，グ ラ ンドゴ ル フなど が できな く なってしま

うので ， 木を植 え る際に は よく考 え ていた だ きたい と 思います。

たとえ ば ，グリ ー ンベル ト なども ， 管理が 大 変なの で 私はあまり
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作らない方が良いと思います。  

 

高島委 員 のおっ し ゃるこ と も，当 然 分かる の ですが ， 全く反 対

の意見 の 方もた く さんい ら っしゃ っ て，ケ ヤ キが１ 本 あることが

非常に 良 いと思 う 方もた く さんい ら っしゃ い ますの で ，全部無く

してし ま えとい う のでは な く地域 の 方々の 意 見を聞 い て色々な公

園があ っ ていい と いうこ と が実態 だ と思い ま す。高 島 さんがおっ

しゃるように，グランドゴルフができる公園がないといけません。

一方で ゆ ったり で きる公 園 があっ た 方が良 い と思い ま すので，全

て同じ と いうこ と ではな く て，地 域 の方々 の 色々な 意 見を聞いて

公園を造っているということですね。  

 

今日参 り ました 区 画整理 の 鶴田第 ２ 地区の 方 は工事 中 であり ，

鶴田第 １ 地区の 方 は皆さ ん がご覧 に なられ た 通りほ ぼ 終わってい

ます。 そ の中で 生 活して い て，気 付 いたこ と を申し 上 げたいので

すが， 栃 木県の 中 央公園 ま では少 し 遠かっ た のです が ，今日ご覧

になら れ たよう に ，家か ら ２～３ 分 で行け る 公園が 今 のところ３

か所完 成 してお り まして ， 全部完 成 すると ７ か所に な るというこ

とで， 子 連れの 母 親やお 年 寄りな ど をよく 見 かける よ うになりま

した。 ま た，子 ど も同士 で 楽しく 遊 べるよ う ですし ， 母親同士で

も談話 を してい る 光景が 見 られ， 公 園の中 で レクリ エ ーションを

してい る 姿もあ り まして ， 地域の コ ミュニ ケ ーショ ン が非常に取

りやすくなったと感じております。  

私は以 前 自治会 の 役員を し ていた の ですが ， のぎく 公 園は， 市

が計画 し て造っ た 公園で す が，チ ュ ーリッ プ 公園を 造 る時には，

近隣の 方 々や自 治 会の役 員 を集め て ，公園 内 に設置 す る遊具やそ

のレイ ア ウトの 話 し合い を 持ちま し て，地 域 の意見 を 取り入れて

いただ い たこと で ，利用 度 も高く な りまし た し，愛 着 も出てきた

ように感じます。  

道路の 方 につい て は，本 日 は鶴田 第 ２地区 の 方から 現 地視察 に

入りま し たが， 車 とすれ 違 う際に 何 とかす れ 違える と いう場面が

ありま し たが， あ のよう な 状況だ っ たわけ で す。と こ ろが今は，

幹線道 路 や生活 道 路が整 備 されま し て歩行 者 ，自転 車 ，自動車が

安全に通行できるようになり，非常に良くなりました。  
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それか ら ，東西 南 北に非 常 にきめ 細 かな道 が できま し たので ，

病院や 飲 食店が で きて生 活 環境が 非 常に整 っ て，便 利 になったと

感じま す 。また ， スーパ ー がオー プ ンすれ ば ，更に に ぎやかにな

ってくるのではないかと感じております。  

それか ら 最後に ， 宇都宮 水 戸線が で きまし て ，現在 は ，栃木 街

道と陽 西 通りま で は完成 し ている の ですが ， やがて 東 京街道まで

繋がりますと，非常に中心部に行くのに便利になります。  

そのよ う なこと か らも， あ の地域 が ますま す 活性化 す るので は

ないかと感じております。  

 

 他に 意 見はご ざ います か 。無い よ うであ れ ば議事 を 終了したい

と思い ま すがよ ろ しいで し ょうか 。 無いよ う ですの で ，続きまし

て，５．「その他」の事項に入ります。事務局より何かございます

か。  

 

 本日 の 第１回 目 の評価 委 員会に つ いては ， 事後評 価 を行う地区

の計画 概 要など を ごらん い ただき ま したが ， 次回の 第 ２回目の評

価委員 会 につい て は，事 後 評価原 案 のご審 議 をいた だ きますので

よろしくお願いいたします。  

次回は１１月２１日金曜日，本庁舎１４階の１４Ｄ会議室で  

午後１時３０分から行いますのでよろしくお願いいたします。  

 

それで は ，これ を もちま し て第１ 回 宇都宮 市 まちづ く り交付 金

評価委員会を閉会いたします。  

 長時間のご審議ありがとうございました。  
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